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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　翼構造体（１０）を製造する方法であって、
　第１金型半体（５１）上に複数の予備含浸材料層を連続して配置し、前記翼構造体の第
１の生の外板（２２）を形成する段階、
　第２金型半体（５２）上に複数の予備含浸材料層を連続して配置し、前記翼構造体の第
２の生の外板（２１）を形成する段階、
　複数の生の翼桁（３０）を形成し、各々の前記翼桁が複数の予備含浸材料層を含んでい
る段階、
　予め翼桁が位置づけられている取り外し可能な支持部材（１００）を用い、前記生の翼
桁を第１の生の外板（２１）上に協調して位置づける段階、
　第２金型半体を反転して第１の金型半体上に置き、前記第２の生の外板を前記翼桁及び
前記支持手段上に位置づけ、生の翼構造体を生産する段階、及び
　真空バッグを用いて前記生の翼構造体を重合サイクルにおく段階、
　前記翼構造体の生の前縁外板（２３）を形成するように、成形装置（８０）上に連続し
て複数の予備含浸材料層を置く段階、
　軽発泡プラスチック材料の楔状物体（４０）を形成し、該楔状物体が前記翼構造体の後
縁における前記第１及び第２の外板間に置かれるよう設計されている段階、
　第１の生の外板（２１）上に生の翼桁を配置する段階の完了に際し、前記楔状物体を第
１の生の外板上に位置づけ、前記第２の生の外板を前記翼桁上に位置づけるとき、前記生
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の前縁外板を前記第１及び第２の生の外板に接続し、前記楔状物体を前記第１及び第２の
生の外板間に置くようにする段階、
　重合サイクル終了時に、調整された完全な外形を有し、機械的な接続部材を持たない翼
構造体を得る段階
　を含み、
　前記楔状物体が重合終了時に前記構造体内で有する公称寸法よりも大きい高さを有する
ように機械加工されており、
　前記第１の金型半体（５１）と前記第２の金型半体（５２）を閉じる際の圧力により、
前記楔状物体（４０）が前記第１の生の外板（２１）と前記第２の生の外板（２２）の間
で圧縮されて前記公称寸法になることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記楔状物体が独立気泡発泡体で製作される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　楔状物体（４０）が前記公称寸法より約２０％大きい高さを有する、請求項１又は２の
いずれかに記載の方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の方法によって生産される、翼構造体（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部で特定された特徴を有する翼構造体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の方法の例はＥＰ０５８２１６０号に記載されている。この方法の目標は、複合
材料の構造部品を製作することであり、熱硬化性樹脂で予備含浸されたガラス繊維、炭素
繊維等の繊維材料を最初の材料として用いる。この予備含浸された材料は、工程の必要性
に応じた形状を有するレイアップ装置上に層状に堆積される。特にＥＰ０５８２１６０号
には一体型の箱形構造体を製造する方法が記載されており、生の、すなわち未重合の予備
含浸材料のパネルがやはり生の予備含浸材料から形成された強化要素又は翼桁［スパー］
によって組み立てられ、シェル構造体内で（すなわち閉じた金型内で）このように形成さ
れた構造体は、その後、予備含浸材料の樹脂を重合させるサイクルで圧力釜［オートクレ
ーブ］に導入される。
【０００３】
　この方法は、複数翼桁を持つ翼の中央箱のような翼構造体の製造に適している。翼構造
体の前縁部及び後縁部は、その後機械的に取り付けられる。
【０００４】
　この種の方法は、機械的な組み立て作業の数を減らし、その結果製造費用と機械的接続
部材による重量増加を減らし、きれいな（換言すれば、接続部材がない）空気力学的表面
とすることができる。更に、金属部の存在による稼働中の構造疲労と腐食の危険性は、こ
の方法で生産される部分では減少する。
　ＷＯ２００４／０００６４３Ａ号及びＵＳ６７４３５０４Ｂ１号は、請求項１の前提部
に記載された製造方法を開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、上記効果を最大にするため、機械的組み立て作業の数を更に減らした
一体型翼構造体の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、本発明は、請求項１に記載した特徴を有する翼構造体の製造方法を提案す
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る。
【０００７】
　この方法は、複合材料のパネル、翼桁（中間リブのないもの）、前縁部及び後縁部を閉
じた金型内での全構造体重合工程によって一体型ユニットにするために用いることができ
る。これによって、完全な外形［インテグラル・プロファイル］を有する翼構造体、換言
すれば多数翼桁の耐力箱と統合された前縁部及び後縁部で形成されたものを生産する。こ
れにより、これらの要素の機械的組み立てに関連する全作業を最小限に減らし、その結果
製造費用及び重量の面で効果を生じる。更に、外形を正確に決定する装置における接続部
材の大幅な減少並びに箱構造体、前縁部及び後縁部の統合により、部品の抗力を、また恐
らくレーダー識別特性を大きく減少する。
【０００８】
　本発明の好適な実施形態は、従属請求項で規定されている。
【０００９】
　また、本発明は、本発明の方法で生産した翼構造体を提案する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　ここで、好適であるが非限定的な本発明の幾つかの実施形態について、以下のような添
付図面を参照して説明する。
【図１】本発明の方法で作成された小翼［ウィングレット、翼端小翼］構造体の簡略平面
図を示す。
【図２】図１の構造体の簡略断面図を示す。
【図３】上部金型半体上に置いた、図１の構造体の下面外板［スキン］部の簡略断面図を
示す。
【図４】下部金型半体上に置いた、図１の構造体の上面外板部の簡略断面図を示す。
【図５】図１の構造体外板における蜂巣構造を有する補強要素の簡略平面図を示す。
【図６】準備段階における図５の補強要素を示す概略断面図である。
【図７】図５に示した種類の補強要素を挿入した図４の上面外板部の簡略断面図を示す。
【図８】成形装置上に置いた図１の構造体の前縁部の簡略断面図を示す。
【図９】図１の構造体の翼桁の詳細断面図を示す。
【図１０ａ－ｄ】図９の翼桁の製造段階を示す。
【図１１】図１の構造体の前縁部領域を拡大した部分断面図を示す。
【図１２】図１の構造体の後縁部領域の部分概略断面図を示す。
【図１３】重合サイクルで閉じられた金型内にある図１の構造体を示す。
【図１４】図１の構造体の一部のＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿った拡大部分断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１及び２は、本発明の方法により生産される翼構造体１０を示す。本発明に関しては
、用語「翼」は、翼の形状をした任意の空気力学要素を意味し、例えば実際の翼、安定板
、小翼［ウィングレット、翼端小翼］、方向舵等である。
【００１２】
　しかしながら、簡単にするために以下の説明では小翼について述べる。そうすると、小
翼構造体１０は、下面外板［スキン］部２１、その上方に位置する上面外板部２２並びに
下面外板部２１と上面外板部２２をその端部で結合し構造体１０の外形を形成する前縁部
２３及び後縁部２４から形成される外側外板２０を含む。
【００１３】
　小翼構造体１０は、多数翼桁型であり、そのため、構造体１０の延長方向に延び、下面
外板部２１と上面外板部２２を結合して箱形構造体を形成する複数の翼桁３０をも含む。
【００１４】
　後縁の外板部２４の位置では、下面外板部２１と上面外板部２２が発泡プラスチック材
料の楔状物体４０で結合されている。
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【００１５】
　外側外板２０及び翼桁３０全体は、以下で説明する手順を用い、予備含浸材料の層を結
合して生産する。好適には、予備含浸材料は、炭素繊維強化エポキシ樹脂を母材とする。
本発明では、用語「予備含浸材料」は、従来通りに強化繊維とこの繊維を埋め込む樹脂母
材とを含む半製品を意味する。繊維は、種々の配置を取ることができ、例えば一つの一方
向性の層内、相互に異なる向きを有する２つの層内、又は織物の形態である。予備含浸材
料は、一般にテープ形状であり、リールに巻かれている。

【００１６】
　したがって、予備含浸材料は、構造体１０の種々の部品の調製のために予め必要な大き
さに切断される。
【００１７】
　図３、４、７及び１３は、シェル型の装置５０を示しており、構造体１０を製造するた
めの第１及び第２の金型半体５１及び５２を含んでいる。予備含浸材料を堆積する段階で
は、第２金型半体５２は、図３に示されているように、上方に面するよう位置している。
続く重合段階では、第２金型半体５２は、図１３に示されているように、反転されて第１
金型半体５１の上に位置する。特に金型５１と５２を接合する線は、不連続を生じないよ
う十分正確でなければならず、これにより段差の全くない制御された空気力学的表面を生
じる。シェル装置１０は、本明細書の最初に挙げたＥＰ０５８２１６０号の教示に従って
製作される。
【００１８】
　金型半体５１及び５２は、その上に置かれた材料に所望の外形を付与するような形状で
あり、そのため、これらは対応する金型表面５１ａ及び５２ａを有し、それぞれ上面外板
部２２及び下面外板部２１に付与すべき所望形状が複製されている。
【００１９】
　金型半体５１及び５２、特に金型表面５１ａ及び５２ａは、従来通り温度・湿度制御下
のクリーンルームで使用され、複数層の予備含浸材料の連続的堆積（積み上げ）により層
状構造体を生産するよう設計されている。具体的には、上面外板部２２は金型表面５１ａ
上で形成され、他方下面外板部２１は他の金型表面５２ａ上で形成される。
【００２０】
　したがって、金型表面５１ａ及び５２ａは、重合サイクルの最後に金型表面５１ａ及び
５２ａから完成品が容易に離脱するよう、離型材処理をするか、又は離型フィルムで覆わ
ねばならない。
【００２１】
　強靱性を最大化しながら重量を最小化するため、下面外板部２１と上面外板部２２は、
図１、５ないし７及び１４に示されているように、蜂巣構造材料の補強要素６０で形成さ
れた芯を持つサンドイッチ構成にされる。蜂巣材料は、Ｎｏｍｅｘ（登録商標）、例えば
アメリカ合衆国コネチカット州スタンフォードのＨｅｘｃｅｌ社製ＨＲＨ－１０から製作
することが好ましい。
【００２２】
　図１は、下面外板２１及び上面外板２２における補強要素６０の配置を示している。こ
の補強部材６０は、最大負荷を受ける領域に配置される。図示の例では、補強要素６０は
種々の大きさを有し、数は４個であり、平面図では隣接する翼桁３０の間に入っている。
補強要素６０は、蜂巣材料を機械加工して生産し、図５に示されているような台形断面を
有する本体６１を得る。
【００２３】
　補強要素６０を形成するＮｏｍｅｘ（登録商標）蜂巣材料は構造体１０の最終重合サイ
クルで用いる圧力に耐えることができないので、予め安定化処理を受ける。この安定化処
理では、図６に示されているように、サンドイッチ構造を形成し、エポキシ接着剤フィル
ム６３、予備含浸炭素繊維布層６２及び剥離可能布層６５が本体６１の上面６１ａ及び下
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面６１ｂに堆積される。
【００２４】
　このサンドイッチ構造は、真空バッグを有する圧力釜で安定化重合サイクルに置かれ、
予備含浸炭素繊維布層６２の蜂巣本体６１への接着を安定化する。上記材料に対する適当
なサイクルの一例では、サンドイッチは、６０ないし９０分間、温度１８０゜Ｃ及び圧力
３ｂａｒに保たれる。
【００２５】
　また、サンドイッチ構造体の重合・安定化構造への準備は、従来通り、周辺に通気用材
料（乾燥したガラス繊維）６４の細片を用いて炭素繊維布層６２をレイアップ装置（不図
示）に固着すること及び外部の剥離可能布層６５の利用を含む。当然のことながら、この
固着を別の手順で行うことができ、例えば「グリット細片」（固着ストリップ）手順を用
い、金属細片を金型に固定し、この細片表面が粗い領域を有し、予備含浸布がこれに固着
されるようにする。
【００２６】
　このように安定化を行い、次に補強要素６０を切断して整え、図１及び上面外板部２２
のみを示している図７のように、上面外板部２２及び下面外板部２１の内部へ移すことが
できるようにする。このため、予備含浸材料層の第１部分２２ａを金型半体５１上に置き
、次いで補強要素６０を所定の位置にあて、最後に、予備含浸材料層の積み上げが、補強
要素６０を覆うようにこれらの層の第２部分２２ｂをあてることによって完了する。下面
外板部２１の手順は、同様である。
【００２７】
　上記工程段階で使用するために生産された下面外板部２１及び上面外板部２２は生であ
り、換言すれば、これを構成する予備含浸材料の樹脂母材は未だ重合されていない。
【００２８】
　外板部２１及び２２の層の積み上げのときに、ＷＯ９５／２４６１４号及びＵＳ５４９
３３９０号に記載されたような監視用検知器を異なる層間に用いることができる。そうす
ると、構造試験の間における構造体１０の本来の変形を監視するために、ブラッグ格子を
有する光学繊維検知器を挿入し構造体の重要な領域に埋め込むことができる。したがって
、この検証に関して、検知器は、構造体の耐用年数中に構造状態を監視するために用いる
ことができ、予防管理と修理作業の双方又は一方を可能とするため疲労状態を指示するこ
とができる。
【００２９】
　図８は、前縁外板部２３を製造するための成形装置８０を示している。この装置８０は
、その上の材料に所望の外形を付与するように成形されており、そのため前縁外板部２３
に付与する所望形状を複製した金型表面８０ａを有する。
【００３０】
　成形装置８０、特に金型表面８０ａは、前縁外板部２３を形成する層構造体を生産する
ために、従来と同様に温度・圧力が制御されたクリーンルーム内で複数層の予備含浸材料
を連続的に堆積（積み上げ）するようにされている。真空バッグを用いる圧縮段階は、層
堆積段階の間に行われる。上記工程の段階用に生産される前縁外板部２３は生であり、換
言すればこれを構成する予備含浸材料の樹脂母材が未重合である。
【００３１】
　図９は、図１の構造体１０における一つの翼桁の詳細断面図である。この翼桁３０は、
２つのＣ断面要素で形成される２つの翼桁半体３１から成り、中央ウェブ３１ｂで結合さ
れ、共同して二重Ｔ構造を形成するように曲げられた端部フィン３１ａを有する。三角形
の横断面を有する充填材３３は、断面のウェブとフィンとの結合領域に位置する２つの長
さ方向凹部に沿って当てられる。最後に、被覆細片３４が、充填材３３が先に置かれた凹
部を覆うように翼桁断面の端部に当てられる。
【００３２】
　図１０ａないし１０ｄは、翼桁３０を製造する従来型の工程例の諸段階を示している。
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翼桁の生産に使用する工程の種類及び翼桁の具体的な形状は、本発明の本質的特徴ではな
い。そうではなく、本質的特徴は、前記工程段階での使用のために生産される翼桁３０が
生でなければならないということであり、換言すれば、これを構成する予備含浸材料の樹
脂母材が未重合でなければならないことである。
【００３３】
　図１０ａは工程の一段階を示しており、Ｃ断面の翼桁半体３１は、完全に平坦な予備含
浸材料３１’の薄板から生産される。全体が９０で示されている成形装置は、全体として
矩形の断面を有し片面が剛性平板９２に沿って配置された細長い心金［マンドレル］９１
を含んでいる。予備含浸材料３１’の薄板は、最初は心金９１上に置かれ、赤外線電球９
４を備える熱成形装置へ案内され、予備含浸材料の薄板が相互に摺動するような温度に薄
板を加熱し、突縁（換言すれば端部フィン）を曲げる作業の間に皺ができないようにする
。所望温度に到達すると、真空付与弁１０１（図１０ａ）を用い真空にする。そして、薄
板３１’に当てられ、板９２上で封止されている真空バッグ９５が真空によって下方へし
ぼみ、その結果薄板３１’の「フィン」を下方に曲げ、心金９１の形状を複製する。この
ようにして、当初は平らであった各薄板３１’に熱成形によりＣ形状が付与される。
【００３４】
　２つの生のＣ形状翼桁半体３１の熱間形成が完了すると、接着剤細片９６が翼桁半体全
長に亘って翼桁半体のウェブ３１ｂとフィン３１ａとの接合領域に当てられる。その後、
図１０ｂに示されているように、２つの翼桁半体は相互に重ねられる。
【００３５】
　図１０ｃに示されているように、予備含浸材料テープで形成されている充填材３３は、
翼桁半体のウェブとフィンの接合領域に位置する２つの長さ方向凹部に沿って当てられる
。そして、接着層９８が各充填材３３を覆う。
【００３６】
　図１０ｄに示されているように、その後、予備含浸材料積層体で形成された被覆細片３
４が当てられる。最後に、真空バッグを用いて翼桁３０が圧縮される。
【００３７】
　図２で示されている軽発泡性プラスチックの楔状物体４０は、別途機械加工される。好
ましくは、楔状物体４０は独立気泡発泡体から成り、例えばドイツ国デュッセルドルフの
Ｄｅｇｕｓｓａ社製Ｒｏｈａｃｅｌｌ（登録商標）５１ＷＦである。楔状物体４０は機械
加工され、以下の理由で仕上げ構造体内での公称寸法より大きい高さを有する。
【００３８】
　そして、上記工程の段階で生産される構造体１０の生の部品は、既に上面外板部２２が
載っている第１金型半体５１上に組み立てられる。特に、前縁外板部２３は上面外板部２
２の片面に位置する支持部材１００へ移され、これが前縁外板部２３に接続されるように
する。また、翼桁３０は、先にその上に移された対応支持部材１００と位置合わせされ、
他の側では、図１２に示されているように、楔状物体４０も位置合わせされ、接着フィル
ム９９によって上面外板部２２に固定される。支持部材１００の前縁外板部２３と翼桁３
０との位置合わせは、支持部材１００に固定され、金型５１固定の基準台（不図示）に係
合されている端部突起（不図示）により調整される。支持部材１００は、支持する部品の
まだ重合されていない予備含浸材料を支持するものである。これらの支持部材１００は、
ＥＰ１５８２１６０号特許の教示に従って筒状真空バッグで覆われる。
【００３９】
　前記部品が第１金型半体５１上に位置づけられると、第２金型半体５２が反転されて第
１金型半体５１上に位置づけられ、生の下面外板部２１を翼桁３０と支持部材１００上に
位置づけ、図１３に示されている構成で生の翼構造体１０を生産する。
【００４０】
　更に、第２金型半体５２の位置合わせにより、下面外板部２１が前縁外板部２３に接続
され、下面外板部２１の一部が既に上面外板部２２上に位置している楔状物体４０上に置
かれる。このようにして、構造体１０の外側外板２０が完成する。
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【００４１】
　外側外板２０の連続性を確保するために、一部に段状［スタガード］継目接続を用いる
ことが望ましい。これに関して、図１１は、構造体１０の一部の前縁を示している。これ
から分かるように、前縁外板部２３の複数の層は、同一点ではなく異なる点で終端するよ
うに重ねられており、その結果、階段状外形を持つ縁部２３ａ及び２３ｂを形成している
。同様に、上面外板部２２及び下面外板部２１の複数の層は、接続する前縁外板部２３の
縁部２３ａ及び２３ｂにそれぞれ対応する階段状外形の縁部２１ａ及び２２ｂを形成する
ように重ねられている。
【００４２】
　段状継目接続は、図１４に示されているように、その端部フィン３１及び被覆細片３４
により翼桁３０を相互結合するためにも用いられている。１つの翼桁３０と他のものとの
継手領域における不連続性を避けるために、ここでも段状継目３１ｇ及び３４ｇが用いら
れている。
【００４３】
　楔状物体４０は、上記のように、下面外板部２１及び上面外板部２２の間に置かれてい
る。
【００４４】
　既に説明したように、楔状物体４０は、公称寸法より大きい垂直厚さを有している。こ
のため、構造体１０の後縁を上面外板部２２、下面外板部２１及び楔状物体４０の未重合
層間におけるシェル装置５０の閉鎖力による相互圧迫で圧縮する。この物体は、調整され
増加された寸法から出発して押しつぶされ公称寸法に戻された場合にのみ外板に必要な反
応圧力を加えることができる。
【００４５】
　このため、楔状物体４０は、重合層の厚さの一定割合に等しい補正値で機械加工される
ので、下面外板部２１及び上面外板部２２の厚さに依存して変化する量だけその高さが増
加されている。この割合は、先に具体的に示した材料を用いて発明者により実験的に決定
され、約２０％に等しいと分かっているが、本質的には重合層の厚さに対する未重合層の
増加係数に依存している。
【００４６】
　そして、上記段階で生産され、シェル装置５０に配置された生の構造体１０は、下面外
板部２１、上面外板部２２、前縁外板部２３及び翼桁３０の統合並びに種々の部品の同時
硬化のための最終重合サイクルで圧力釜（不図示）に導入される。
【００４７】
　圧力釜中では、Ｉで示される構造体１０の大部分では、生の部品にかかる圧力は、ＥＰ
０５８２１６０号特許の教示に従って作成された筒状真空バッグにより加えられ、他方、
IIの部分では、圧力は、先に説明したように、楔状物体４０の押し潰し反応により加えら
れる。予備含浸材料が炭素・樹脂の場合、重合サイクルの最大圧力は６ｂａｒであり、最
大温度は１８０゜Ｃである。
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